
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工 16箇所 給水整備工 15箇所

No.⑥ ﾀｲﾌﾟA-1-a No.⑥ 廃止

No.⑧ ﾀｲﾌﾟA-1-bCo No.⑧ ﾀｲﾌﾟA-1-c

No.⑫ ﾀｲﾌﾟA-2-bsCo No.⑫ ﾀｲﾌﾟA-2-c

5　変更理由
　No.⑥について、給水装置が現地で確認できなかったため、廃止することとする。
　No.⑧について、宅地内を工事しないこととしたため、仕様のタイプ種別を「道路内乙止水栓
筺設置、Co有」（A-1-bCo）から「道路内接続」（A-1-c）に変更する。
　No.⑫について、現地で既設の仕切弁（ソフトシールφ50）を確認できたため、仕様のタイプ種
別を「道路内乙止水栓筺設置、Co有」（A-2-bsCo）から「道路内接続」（A-2-c）に変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和元年11月21日

令和2年2月28日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円4,213,000 3,773,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

地頭方地内（市道40154号線、外1路線）給水整備工事

上尾市大字地頭方地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


